[bookmark: _GoBack]歩行者利便増進道路における道路占用許可に係る運用基準

◇申請要件
・申請内容が地域の賑わい、歩行者の利便に資するものであり、沿線自治会の同意を得ていること。
・申請者は団体であって、次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
①手続きの履行、占用料納付の能力を有しないと認められる。
②団体が、道路法に定める督促処分に対する是正をしていない又は納付すべき占用料等を納付していない。
③団体の構成員が暴力団又は暴力団員である。
④暴力団又は暴力団員に対し、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
⑤暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している。
⑥団体への占用が、公序良俗に反し社会通念上不適当であると市が認める。

◇占用範囲
・道路占用を許可する対象範囲は、道路法第３３条第２項第３号に規定する歩行者利便増進誘導区域内において市が指定する範囲とする。（添付１：参考図参照）
・占用申請は区画単位ごととし、占用区域の幅は1.3ｍを基本とするが、条件付きで2.0ｍまでの範囲で許可する。

◇占用物件
・道路法施行令第１６条の２各号に掲げる物件で、地域の賑わい、歩行者の利便に資するもので、以下の要件を満たすこと。
①公序良俗に反する又は清浄な風俗環境を害する恐れがある表現がないもの。
③信号機、道路標識等の効用を妨げ、又は車両の運転に危険、若しくは妨害を生じさせないもの。
(歩行者利便増進施設等)
第十六条の二　法第三十三条第二項第三号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
一　広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
二　ベンチ、街灯その他これらに類する工作物で歩行者の利便の増進に資するもの
三　標識、旗ざお、幕又はアーチで歩行者の利便の増進に資するもの
四　食事施設、購買施設その他これらに類する施設で歩行者の利便の増進に資するもの
五　第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
六　次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられ、かつ、歩行者の利便の増進に資するもの
イ　広告塔その他これに類する工作物
ロ　露店、商品置場その他これらに類する施設
ハ　看板、旗ざお、幕及びアーチ











◇占用期間
・令和６年度の占用期間は月単位とし、令和７年３月までの期間内とする。ただし、公共性が高い休憩施設等で土地に固定し容易に移動できないものは、市が認めたときに限り令和１１年３月までの期間内を占用期間とすることができる。

◇占用料
・ほこみちにおける道路占用料は、佐賀市道路占用料徴収条例に基づき算定し、道路の維持管理に協力することを条件に1/10に減免する。ただし、次表の左欄に掲げる物件については、同表の右欄に掲げる物件として占用料を算出するものとする。（道路法第３２条第1項）
	ベンチ等の休憩施設など公共性が高く土地に固着し容易に移動できないもの
	道路法第32条１項1号

	上記以外のもの
	道路法第３２条1項６号


・すでに納付した占用料は還付しない。
(道路の占用の許可)
第三十二条　道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一　電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
六　露店、商品置場その他これらに類する施設






◇占用申請手続き・順守事項
・申請者は、次の書類を提出すること。
（1）道路占用許可申請書
（2）歩行者利便増進計画
（3）位置図
（4）平面図（歩道の歩行有効幅員がはっきりとわかるもの）
（5）占用物件の詳細（物件リスト、構造図、写真等）
（6）緊急時の連絡計画書
（7）誓約書
・道路占用にあたっては係機関等との協議を行うこと。また、関係法令等に遵守すること。
①占用全般　：佐賀北警察署に相談し、指示に従うこと。
②食品の利用：佐賀中部保健福祉事務所に相談し、指示に従うこと。
③火気の利用：佐賀広域消防局に相談し、指示に従うこと。
④広告看板等：佐賀市建築指導課に相談し、指示に従うこと。
⑤その他　　：ほこみち特例区域内またはその周辺でイベント利用等による他の占用者がいる場合は、利用方法について調整を行うこと。
・占用物件、事業形態に変更がある場合は市に届け出ること。
・占用区域においてイベントを行う際は別途申請すること。
・占用範囲及びその周辺では近隣住民の迷惑にならないこと。
・公序良俗に反し、社会通念上、不適当と認められるものを売買し、またはサービスを提供しないこと。
・強風等により占用許可を受けた区域外に当該施設等を構成する物件、商品等が散乱したり、落下、倒壊等による事故が発生することのないよう、適切に管理がなされるものであること。

◇許可の取り消し
・道路法、関係法令、条例等及び本基準に違反した者に対して、道路法第７１条により占用許可を取り消すこととする。また、取り消しにより生じた損失の補償等については道路法第７２条によるものとする。
(道路管理者等の監督処分)
第七十一条　道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定(以下この条及び第七十二条の二第一項において「許可等」という。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。（以下略）
(監督処分に伴う損失の補償等)
第七十二条　道路管理者は、第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第二項第二号又は第三号の規定による処分によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。（以下略）









